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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第117期 第118期 第119期 第120期 第121期

決算年月 2015年３月 2016年３月 2017年３月 2018年３月 2019年３月

売上高 （百万円） 6,249 6,305 6,320 6,540 8,213

経常利益 （百万円） 71 141 24 66 541

当期純利益 （百万円） 80 124 145 151 560

持分法を適用した場合の

投資利益
（百万円） 15 25 19 7 2

資本金 （百万円） 3,443 3,443 3,443 3,443 3,443

発行済株式総数 （千株） 30,276 30,276 30,276 3,027 3,027

純資産額 （百万円） 5,517 5,466 5,669 5,431 5,886

総資産額 （百万円） 11,740 11,371 11,138 10,698 13,378

１株当たり純資産額 （円） 183.30 181.67 1,884.36 1,805.60 1,956.99

１株当たり配当額
（円）

2.00 2.00 2.00 20.00 30.00

（内１株当たり中間配当額） (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

１株当たり当期純利益 （円） 2.69 4.12 48.44 50.51 186.37

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 47.0 48.1 50.9 50.8 44.0

自己資本利益率 （％） 1.5 2.3 2.6 2.7 9.9

株価収益率 （倍） 90 45 40 50 12

配当性向 （％） 74.4 48.5 41.3 39.6 16.1

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 553 626 727 809 △456

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △891 △445 △406 305 △456

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 309 △330 △367 △486 906

現金及び現金同等物の期末残

高
（百万円） 521 371 324 948 942

従業員数
（人）

220 244 258 264 284

(外、平均臨時雇用者数) (32) (41) (32) (28) (27)

株主総利回り （％） 103.0 80.1 85.2 110.5 102.6

（比較指標：配当込みTOPIX） （％） (130.7) (116.5) (133.7) (154.9) (147.1)

最高株価 （円） 283 249 236 3,815 3,175

     (453)  

最低株価 （円） 200 153 159 2,366 1,905

     (186)  

(注)1 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4 当社は、2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第119期の期首に当該株式併合が行われたと仮

定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

5 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当事業年度の期首から適用しており、前

事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

6 最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

第120期の株価については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、（　）内に株式併合前の最高株価及び最低株価を記載して

おります。
 

EDINET提出書類

チタン工業株式会社(E00796)

有価証券報告書

 2/52



２【沿革】

1936年６月 酸化チタンの国産化を目的に創立

1938年６月 宇部工場完成

1938年８月 日本硫酸株式会社を合併

1945年７月 被爆により操業中止

1946年７月 本社を東京都から山口県宇部市へ移転、東京事務所開設

1949年４月 宇部工場の復旧工事完成、同10月稼働

1962年10月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

1963年４月 大阪事務所開設

1965年４月 酸化鉄工場完成

1969年６月 磁性酸化鉄の販売を開始

1987年９月 東京証券取引所市場第一部指定

1993年７月 宇部開発センター新設

2004年５月 中国山東省に山東東佳集団有限公司(中国)及び三井物産株式会社と合弁で山東三盛鈦工業有限公司

(現 関連会社)を設立

2005年３月 大阪営業所(旧 大阪事務所)を東京事務所に統合

2006年10月 ＴＫサービス株式会社(現 非連結子会社)を設立

2010年10月 宇部西工場新設
 

３【事業の内容】

　当社グループは、当社及び子会社１社並びに関連会社１社により構成されております。

　当社は、酸化チタン及び酸化鉄並びにこれらに付随する化学工業品の製造及び販売を行っております。

　子会社であるＴＫサービス株式会社（当社100％出資）は、当社の生産業務及び場内物流業務を行っております。

　関連会社である山東三盛鈦工業有限公司（当社44％出資）は、中国市場における化合繊向け酸化チタンの生産・販売を

行っております。

　当社グループの事業内容及び当社との関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

　なお、次の２部門は「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント区分と同一であ

ります。

　また、当事業年度より報告セグメントの名称を、従来の「酸化チタン」及び「酸化鉄」から、それぞれ「酸化チタン関

連事業」及び「酸化鉄関連事業」へ変更しております。当該変更は、名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響

はありません。

(1)酸化チタン関連事業　酸化チタン及び高付加価値品の超微粒子酸化チタン等

(2)酸化鉄関連事業　酸化鉄等

(3)その他　副産物等
 

 事業の系統図は、次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所 資本金 主要な事業の内容 議決権の所有割合(％) 関係内容

(関連会社)

山東三盛鈦工業有限公司

中国

山東省

US$

6,000千

酸化チタンの

製造及び販売
44.0 役員の兼務 ２ 名

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

    2019年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

284 (27) 42.6 16.6 4,934
 

セグメントの名称 従業員数(人)

酸化チタン関連事業 129 (6)

酸化鉄関連事業 40 (1)

報告セグメント合計 169 (7)

その他 0 (0)

全社(共通) 115 (20)

合計 284 (27)

(注)1 従業員数は就業人員であり、嘱託(39人)を含んでおり、臨時雇用者数(パートタイマー、非連結子会社からの派遣社員を含む。)は、年

間の平均人員を( )外数で記載しております。

2 平均年間給与（税込金額）は賞与及び基準外給与を含んでおります。

3 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門・共通部門に所属しているものであります。
 

(2）労働組合の状況

　当社の労働組合はチタン工業労働組合と称し、2019年３月31日現在の労働組合員総数は194人であり、日本化学エネ

ルギー産業労働組合連合会に加盟しております。なお、1951年８月の労働協約締結以来、円満な労使関係を維持してお

ります。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) 会社の経営の基本方針

　当社は、「顧客本位」「効率経営」「社会貢献」を企業理念に掲げております。

　すなわち、常に顧客を第一に考えて事業活動を進めることにより、顧客から高い信頼を得られるよう努力いたしてお

ります。また、顧客に最高品質の製品を提供するよう努める一方で、適正利潤を確保するために原価低減をはかり、品

質と利潤のバランスを取りながら効率よく事業活動を進めるよう心がけております。そして、これらの事業活動を通じ

て社会に貢献することにより、当社が社会から必要とされる存在となるよう努力いたしております。

　以上の企業理念と当社の現状を踏まえ、「変革」「信頼」「迅速」を行動指針として事業活動を進めております。
 
(2) 目標とする経営指標

　当社は、中長期的に安定した配当を可能とする利益の確保に取り組んでおります。このため、目標とする経営指標に

つきましても、営業利益、当期純利益を重視しております。
 
(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社では、安定して利益がでる会社への変革を目指し、2018年度から2020年度までの第５次中期経営計画を策定いた

しました。

　第５次中期経営計画の概要は以下のとおりであります。
 
基本戦略

方　　針　稼ぐ力のバランスのとれた事業構成への転換

重要課題　成長戦略の実現と低収益事業の立て直し
 
事業戦略

重要課題             　　　　事業戦略

成長戦略の実現　　　　　→   経営資源集中

低収益事業の立て直し 　→   事業構造改革推進

 

製品区分 市場区分 戦略・方針 課題への対応

酸 化 チ タ ン 汎用品 改革 再 構 築 採算性を重視し顔料級は終売

酸 化 チ タ ン

機 能 製 品

トナー 集中 優 位 性 維 持 研究開発力強化で優位性を維持

化粧品 集中 成 長 加 速 市場拡大にあわせて能力増強

電　池 改革 採 算 性 改 善 価格是正やコスト構造改革で採算性改善

酸   化   鉄
汎用品 改革 黒 字 安 定 化 一定規模の市場で安定した利益を確保

化粧品 集中 増 産 拡 販 技術優位と生産力を生かし積極拡販

　表中の戦略・方針の集中は経営資源集中、改革は事業構造改革推進の省略表記
 
　特定の事業にぶら下がった収益体質から、稼ぐ力のバランスのとれた事業構成への転換をはかり、安定して利益が出

る会社への変革を目指します。

　具体的には、当社の強みが生かせ、かつ、成長が見込める事業については、設備投資や研究開発投資など経営資源の

集中化を推し進め、一方、収益性が低い事業については、その将来性等に検討を加え、販売の大幅縮小やコスト構造の

抜本的改革に取り組むなど、会社全体の収益力を強化するとともに新たな基盤作りを推進いたします。

　顧客から頼りにされる会社、社員には努力が報われる会社となって、コーポレートガバナンスのさらなる充実化、企

業価値の向上をはかり、株主還元を拡充させてまいります。
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２【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項には、以下のようなものがあります。

　文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
 
(1）経営計画のリスクについて

　当社は、経営計画の推進や、様々な経営戦略を実施するなど、新規事業の育成に努めております。しかしながら、新

規製品の事業化が計画通りに進まなかった場合、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。
 
(2）製品在庫のリスクについて

　当社の製品在庫につきましては、効率的な生産・販売を実現するための標準在庫量の管理と適切な原価計算及び在庫

評価ルールに基づいて対応しておりますが、今後、事業環境が急転するなどした場合、当社の財政状態や経営成績に影

響を与える可能性があります。
 
(3）固定資産の減損のリスクについて

　当社が保有する固定資産につきましては、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。今後、事業環境

が急転するなどした場合、収益性の低下、時価の下落、設備等の遊休化などに伴って減損損失を計上することもあり、

当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。
 
(4）株式相場の変動のリスクについて

　当社が保有する有価証券の多くは上場株式であるため、株式相場の動向により、当社の財政状態や経営成績に影響を

与える可能性があります。
 
(5）原燃料価格の変動のリスクについて

　当社が購入する原燃料において市況の影響を受けるものが一部あります。原価低減活動等により影響額を吸収するな

ど適宜対応を行っておりますが、場合によっては当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。
 
(6）為替の変動のリスクについて

　当社は、製品の一部を輸出し、購入する原燃料の一部について輸入を行っております。また、海外関連会社との取引

もあります。これらは為替変動の影響を少なからず受けるものであり、急激な為替の変動が生じた場合、当社の財政状

態や経営成績に影響を与える可能性があります。
 
(7）金利の変動のリスクについて

　当社は、設備投資のための資金等の大部分を銀行からの借入れにより調達しており、今後、金利の大幅な変動がある

場合、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。
 
(8）中国での合弁事業のリスクについて

　当社は、中国における化合繊向け酸化チタンの事業につきまして、中国国内に設立した日中合弁会社による現地での

生産・販売を行っております。当社は同社との連携を密にし、現地の動向等については随時掌握し、適切に対応してい

く方針でありますが、現地の法的規制や経済環境等で予測不能な事態が生じた場合に、当社の財政状態や経営成績に影

響を与える可能性があります。
 
(9）研究開発のリスクについて

　当社は、これまで培った技術と情報の蓄積を活かし、新技術・新製品等の研究開発に努めております。しかしなが

ら、これらの開発や市場への展開が進まなかった場合、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。
 
(10)訴訟のリスクについて

　当社は、法令遵守に努めておりますが、多岐にわたる事業活動においては常に訴訟の対象となるリスクが存在してい

るものと考えております。提起された訴訟の内容、当社の対応方針、訴訟の結果によっては当社の財政状態や経営成績

に影響を与える可能性があります。
 
(11)災害等のリスクについて

　火災爆発等の事故や風水害、地震等の自然災害による損害を食い止めるため、設備の点検、安全・消火設備の充実、

各種保安活動、訓練等を行っております。しかしながら、これらの事故災害を完全に防止する保証はなく、被災した場

合、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。
 
(12)環境規制のリスクについて

　当社は、製造の過程で大量の資源とエネルギーを消費することから、環境に少なからぬ影響を及ぼしております。環

境への負荷の低減などに鋭意取り組んでおりますが、環境関連規制の強化等によっては、当社の財政状態や経営成績に

影響を与える可能性があります。
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(13)製造物責任のリスクについて

　当社は、製品の品質について万全の体制を整えて取り組んでおりますが、予期し得ない事情により製造物責任が発生

する可能性が皆無ではなく、この場合、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。
 
(14)売上債権のリスクについて

　当社は、主として特約店を通じた販売活動を進め、売上債権の保全と与信体制の強化を推進しておりますが、販売先

の経営悪化や破綻等により債権回収に支障をきたすこともあり、この場合、当社の財政状態や経営成績に影響を与える

可能性があります。
 
(15)その他事業環境等の変動リスクについて

　当社は、上記以外の項目に関しても偶発事象に起因する事業環境等の変動リスクを負っており、その変動によって

は、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。
 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概

要は次のとおりであります。
 
①財政状態及び経営成績の状況

　当事業年度におけるわが国の経済は、米中貿易摩擦の深刻化などの先行き不透明な状況はありましたものの、政府に

よる経済政策や日本銀行の金融緩和策及び堅調な米国経済を背景に、緩やかな回復が続きました。

　このような情勢のもとで、当社は、３カ年の第５次中期経営計画（2019年３月期～2021年３月期）に基づき、当社の

強みが生かせ、かつ、成長が見込める事業については、設備投資や研究開発投資など経営資源の集中化を推し進め、一

方、収益性が低い事業については、その将来性等に検討を加え、販売の大幅縮小やコスト構造の抜本的改革に取り組む

など、会社全体の収益力を強化するとともに新たな基盤作りを推進してまいりました。

　その結果、酸化チタン機能製品及び酸化鉄の出荷数量が大幅に増加いたしましたので、当事業年度の売上高は、前事

業年度を大幅に上回る8,213百万円（前事業年度比25.6％増）となりました。

　一方、損益面につきましては、原燃料価格の高騰はありましたものの、売上高の大幅な増加及び設備稼働率の上昇な

どにより、営業利益は563百万円（前事業年度比651.8％増）、経常利益は541百万円（前事業年度比717.9％増）、当期

純利益は560百万円（前事業年度比268.9％増）となりました。
 
 セグメント別の概況は、次のとおりであります。

 
（酸化チタン関連事業）

　酸化チタンにつきましては、輸出の増加などにより、出荷数量が増加いたしました。酸化チタン機能製品につきまし

ては、ＵＶカット化粧品向け及びトナー向け新製品の採用並びに自動車搭載用等電池向け製品が好調に推移したことな

どにより、出荷数量が大幅に増加いたしました。

　以上の結果、当セグメントの売上高は5,893百万円（前事業年度比32.4％増）となり、原燃料価格の高騰はありまし

たものの、売上高の大幅な増加及び設備稼働率の上昇などにより、営業利益は479百万円（前事業年度比911.5％増）と

なりました。
 
（酸化鉄関連事業）

　酸化鉄につきましては、汎用品向け既存製品の需要の減少はありましたものの、化粧品向け新製品が好調に推移いた

しましたので、出荷数量が増加いたしました。

　以上の結果、当セグメントの売上高は2,273百万円（前事業年度比11.6％増）となり、原燃料価格の高騰はありまし

たものの、売上高の増加及び設備稼働率の上昇などにより、営業利益は72百万円（前事業年度比685.4％増）となりま

した。
 
②キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）につきましては、税引前当期純利益の計上、減価

償却費、仕入債務の増加、長期借入れによる収入などの資金増があったものの、売上債権の増加、たな卸資産の増加、

有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出などの資金減によりまして、前事業年度末に比べて6百

万円減少し、当事業年度末の残高は942百万円となりました。
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは△456百万円(前事業年度809百万円)となりました。これ

は、減価償却費(581百万円)、仕入債務の増加(484百万円)などの資金増があったものの、売上債権の増加（△949百万

円）、たな卸資産の増加(△970百万円)などの資金減によるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは△456百万円(前事業年度305百万円)となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出(△456百万円)などの資金減によるものであります。
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは906百万円(前事業年度△486百万円)となりました。これ

は、長期借入金の返済による支出などの資金減があったものの、長期借入れによる収入(1,400百万円)などの資金増に

よるものであります。
 
③生産、受注及び販売の実績

a.生産実績

 当事業年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(百万円) 対前期比増減(％)

酸化チタン関連事業 6,222 40.2

酸化鉄関連事業 2,250 12.5

その他 20 59.0

合計 8,493 31.7

(注)1 金額は期中平均販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

2 当社は生産に関し外注は行っておりません。
 
b.受注実績

　当社は受注生産は行っておりません。
 
c.販売実績

 当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 金額(百万円) 対前期比増減(％)

酸化チタン関連事業 5,893 32.4

酸化鉄関連事業 2,273 11.6

その他 47 △8.9

合計 8,213 25.6

(注)1 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

相手先
前事業年度 当事業年度

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

稲畑産業株式会社 2,085 31.9 2,187 26.6

東芝インフラシステムズ株式会社 597 9.1 1,295 15.8

森下産業株式会社 887 13.6 844 10.3

2 上記金額には消費税等は含まれておりません。
 
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
 
①重要な会計方針及び見積り

　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財

務諸表の作成にあたって、経営者により会計基準の範囲内で見積り計算が行われており、資産及び負債、収益並びに費

用にその結果が反映されております。これらの見積りについては継続して評価し、必要に応じて見直しを行っておりま

すが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果と異なることがあります。
 
②財政状態の分析

　資産につきましては、受取手形、売掛金、商品及び製品、原材料及び貯蔵品、建物、機械及び装置などの増加から、

当事業年度末13,378百万円と前事業年度末に比べて2,680百万円増加いたしました。

　負債につきましては、未払消費税等などの減少があったものの、買掛金、設備関係未払金、長期借入金などの増加か

ら、当事業年度末7,492百万円と前事業年度末に比べて2,225百万円増加いたしました。

　純資産につきましては、当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことから、当事業年度末5,886百万円と前事

業年度末に比べて454百万円増加いたしました。
 
③経営成績の分析

　当事業年度における売上高は8,213百万円（前事業年度比25.6％増）、売上原価は6,545百万円（前事業年度比20.5％

増）、販売費及び一般管理費は1,105百万円（前事業年度比7.1％増）、営業利益は563百万円（前事業年度比651.8％

増）、経常利益は541百万円（前事業年度比717.9％増）、当期純利益は560百万円（前事業年度比268.9％増）となりま

した。
 
④キャッシュ・フローの状況の分析
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　当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1)経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状況」に記載

のとおりです。
 
⑤経営成績に重要な影響を与える要因について

　経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２　事業の状況　２　事業等のリスク」に記載のとおりで

す。
 
⑥資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当事業年度における資本の財源及び資金の流動性につきましては、「第２　事業の状況　３　経営者による財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1)経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状況」　

に記載のとおりです。

　短期運転資金需要のうち主なものは、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした長

期資金需要は、主に設備投資によるものであります。

　短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資につきましては、金融機関からの

長期借入を基本としております。
 

４【経営上の重要な契約等】

　当事業年度において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
 

５【研究開発活動】

　当社は創業以来、研究開発活動を重視し、格段の努力を傾注してまいりました。

　研究開発は研究開発部によって推進され、当該業務には全従業員の約８％にあたる23名が携わっており、主要製品で

ある酸化チタン及び酸化鉄の開発・製造・販売を通して培った技術と情報の蓄積を活かし、既存事業系統にとらわれる

ことなく幅広いテーマに取り組んでおります。

　当事業年度における活動内容につきましては、経営方針に基づいて、事業構造の変革と長期的な発展に結びつく新製

品の開発に取り組むとともに、既存製品の改良や応用の研究に積極的に取り組んでおります。

　具体的には、新製品といたしまして、超微粒子酸化チタン、導電性無機酸化物、無機複合酸化物、電池材料、化粧品

用粉体並びに分散体等の研究開発に挑み、着実な成果を上げております。また、既存製品につきましては、顔料用酸化

鉄、トナー用酸化鉄等の改良及び応用の研究を行い、逐次採用が決定するなど、製品のライフサイクルに円滑に対応し

ております。

　なお、当事業年度中における研究開発費の総額は306百万円であります。

　また、研究開発活動につきまして、セグメントごとの把握が実務上困難なため、セグメントごとに記載しておりませ

ん。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社は、製造工程の生産性の維持向上、既存製品の品質向上、今後成長の見込まれる分野及び研究開発分野に重点を置

き設備投資を行っております。

　当事業年度は、主に既存設備の維持更新工事を行い、設備投資額（有形固定資産本勘定受入高ベースの数値、金額には

消費税等を含まない。）の内訳は次のとおりであります。
 
  当事業年度  対前期比増減  

酸化チタン関連事業  1,126百万円 1,004.3％  

酸化鉄関連事業  144　〃  85.0〃  

その他  207　〃  110.7〃  

合計  1,479　〃  430.3〃  
 
 なお、当事業年度は、生産能力に影響を及ぼすような固定資産の売却、撤去はありません。
 

２【主要な設備の状況】

 当社における主要な設備は以下のとおりであります。

2019年３月31日現在
 

事業所名

（所在地）

セグメント

の名称

設備の内容

又は業務の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数

（人）土地

(面積千㎡)
建物

機械及び

装置
リース資産 その他 合計

本社・宇部工場

（山口県宇部市）

全社

酸化チタン関連事業

酸化鉄関連事業

その他

管理業務

酸化チタン製造設備

酸化鉄製造設備

88

(44)

［76］

490 1,459 0 302 2,342
161

(19)

研究開発部

特許・試作部

（山口県宇部市）

全社 研究開発設備 － 83 259 7 40 391
50

( 4)

宇部開発センター

（山口県宇部市）
酸化チタン関連事業 酸化チタン製造設備

－

［32］
890 903 － 74 1,868

52

( 0)

宇部西工場

（山口県宇部市）
酸化チタン関連事業 酸化チタン製造設備

143

(12)
444 250 － 20 858

12

( 3)

東京事務所

（東京都中央区）
全社 販売業務 － 0 － － 0 1

9

( 1)

合計   
231

(57)

［108］

1,910 2,872 8 437 5,461
284

(27)

(注)1 帳簿価額のその他は構築物263百万円、車両運搬具38百万円、工具、器具及び備品135百万円であります。

2 建設仮勘定は含んでおりません。

3 本社・宇部工場の土地には研究開発部、福利厚生施設を含んでおり、建物には福利厚生施設を含んでおります。

4 土地及び建物の一部を賃借しております。年間賃借料は71百万円であります。なお、賃借中の土地の面積については［　］で外書して

おります。

5 従業員数の（ ）は、臨時雇用者数の年間平均人数を外数で記載しております。

6 上記金額には消費税等は含まれておりません。
 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。
 
(2）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,400,000

計 8,400,000
 
②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2019年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年６月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,027,626 3,027,626
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株であります。

計 3,027,626 3,027,626 － －
 
(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
 
②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
 
③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。
 
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
 
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
 

（百万円）

資本金残高
 

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2017年10月１日 (注) △27,248,640 3,027,626 － 3,443 － 292

(注) 株式併合（10：１）によるものであります。
 
(5)【所有者別状況】

       2019年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未満
株式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数(人) － 19 32 56 23 2 3,895 4,027 －

所有株式数

(単元)
－ 4,171 1,139 7,029 470 4 17,252 30,065 21,126

所有株式数

の割合(％)
－ 13.87 3.79 23.38 1.56 0.02 57.38 100.00 －

(注)1 自己株式19,972株は「個人その他」に199単元、「単元未満株式の状況」に72株を含めて記載しております。なお、自己株式19,972株

は、株主名簿記載上の株式数であり、事業年度末現在の実質的な所有株式数は19,872株であります。

2 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
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(6)【大株主の状況】

  2019年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己株式を
除く。）の総数に対する
所有株式数の割合（％）

稲畑産業株式会社 大阪府大阪市中央区南船場１丁目15－14 210 7.01

株式会社東芝 東京都港区芝浦１丁目１－１ 200 6.65

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社
東京都中央区晴海１丁目８－11 165 5.51

株式会社山口銀行 山口県下関市竹崎町４丁目２－36 128 4.26

株式会社山田事務所 山口県下松市大字平田460 96 3.20

小西安株式会社 東京都中央区日本橋本町２丁目６－３ 93 3.11

平　井　健　治 山口県宇部市 70 2.33

平　井　聖　子 山口県宇部市 53 1.78

藤　木　洋　明 東京都荒川区 50 1.66

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社
東京都港区浜松町２丁目11－３ 43 1.45

計 － 1,111 36.97

(注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 165千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 43千株
 
(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2019年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

－ －
普通株式 19,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,986,700 29,867 －

単元未満株式 普通株式 21,126 － －

発行済株式総数  3,027,626 － －

総株主の議決権  － 29,867 －

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権10個)含まれております。
 
②【自己株式等】

    2019年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株式
数の割合(％)

（自己保有株式）

チタン工業株式会社

山口県宇部市大字

小串1978番地の25
19,800 － 19,800 0.65

計 － 19,800 － 19,800 0.65

(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権１個)あります。なお、当該株式数は、上記①

「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
 
(1)【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。
 
(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
 
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 349 0

当期間における取得自己株式 － －

(注) 当期間における取得自己株式には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれて

おりません。
 
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
（百万円）

株式数(株)
処分価額の総額
（百万円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式
－ － － －

その他（－） － － － －

保有自己株式数 19,872 － 19,872 －

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り等による株式は含ま

れておりません。
 

３【配当政策】

 当社は株主への利益還元を重要な課題のひとつと考えて事業の経営にあたっております。

　この方針のもとで、当社の配当につきましては、従来から安定配当を旨とすることを基本としておりますが、一方

将来の事業展開を見越した投資のための内部資金の確保につきましても企業にとり重要なことと認識しており、業績

等に照らしてこれらを総合的に判断して配当を実施することといたしております。

　また、中間配当と期末配当の年２回の配当を基本的な方針としており、決定機関は、中間配当は取締役会、期末配

当は株主総会であります。なお、当社は、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うこ

とができる旨を定款に定めております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

2019年６月27日 定時株主総会決議 90 30
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「顧客本位、効率経営、社会貢献」の企業理念のもと、株主、顧客、従業員及び地域社会をはじめとする

様々なステークホルダーからの信頼を高めるとともに、透明かつ公正及び迅速かつ果断な意思決定を促進し、当社

の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおり

ます。
 
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社の取締役会は、2019年６月27日現在、監査等委員である取締役３名を含む計８名の取締役で構成されており、

監査等委員である取締役のうち２名は社外取締役であります。当社は、毎月１回の定時取締役会のほか必要に応じ

て臨時取締役会を開催し、法令、定款及び株主総会の決議に基づき、当社の経営に関する最高の意思決定と取締役

の業務執行の監督を行うこととしております。また、毎月１回の定時監査等委員会のほか必要に応じて臨時監査等

委員会を開催し、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査等を行うこ

ととしております。なお、当社は、2009年６月から、経営の効率化、意思決定の迅速化並びに次期社長及び取締役

候補の育成等を目的として、執行役員制度を導入しております。また、当社は、2018年12月から、取締役の指名、

報酬決定等に係る取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役社長執行役員と独立社外取締役全員で構成され

る、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。指名委員会及び報酬委員会は、委員３名以上で構成し、その

過半数は独立社外取締役とすることとしております。

当社の事業規模を勘案しますと、経営の監視監督機能が適切に働く体制の確保を図るためには、当社の事業内容や

内部事情に精通している社内取締役及び第三者的視点で経営の監視監督を行う社外取締役で構成される適切な規模

の取締役会と、取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役で構成される監査等委員会により、経営

から独立した客観的な立場から経営の監視監督を行うガバナンス体制が、適切であると考えております。

なお、機関ごとの構成員は、次のとおりであります。
 

役職名 氏名 取締役会 監査等委員会 指名委員会 報酬委員会

代表取締役社長執行役員 井 上 保 雄 ◎  ◎ ◎

取締役専務執行役員 長 岡 佳 孝 〇    

取締役専務執行役員 長 岡 　 茂 〇    

取締役常務執行役員 千 々 松 義 人 〇    

取締役常務執行役員 西 田　 敦 〇    

取締役(常勤監査等委員) 大 島　　覚 〇 ◎   

社外取締役(監査等委員) 大 田 明 登 〇 〇 〇 〇

社外取締役(監査等委員) 佐 藤 久 典 〇 〇 〇 〇

(注) 表中の「◎」は議長又は委員長であることを表しており、「〇」は構成員であることを表しております。
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また、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次のとおりであります。

 
③ 企業統治に関するその他の事項

・内部統制システムの整備の状況

当社は会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するための体制の整備を目的として、取締役会決議

により内部統制システム構築の基本方針を定め、当該方針に従って、以下のとおり内部統制システムを整備・運

用しております。
 

1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役及び使用人のコンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス規則及びコンプライアンス行動指

針を制定し、全社を統括するコンプライアンス委員会において、コンプライアンスの遵守状況を管理する。ま

た、内部監査室が定期的にコンプライアンスに関する内部監査を実施し、その結果を社長及び監査等委員会へ

適宜報告する。さらに、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として内部通報窓

口を設置する。
 

2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、文書取扱規則に従い適切に文書で保存及び管理を行う。
 

3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理に関する体制を整備するため、リスク管理規則を制定し、全社を統括するリスク管理委員会におい

て、リスク管理に関する施策を立案、推進する。また、不測の事態が発生した場合は、対策本部を設置し、迅

速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止する。
 

4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行うとともに、必要

に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を行う。また、取締役会において中期経営計画及び年度予算

を策定し、各取締役の担当職務を明確にし、職務執行の効率化を図る。
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5)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

関係会社管理規則を制定し、子会社の独立性・自主性を維持しつつ、事業活動等の定期的な報告に加え、重要

案件については事前協議を行う。また、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は使用人等を子会

社の役員として派遣し、子会社の運営を監視・監督及び監査して業務の適正を確保するとともに、当社の監査

等委員会及び内部監査室が連携して、子会社の業務執行状況を監査する。
 

6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置し、内部監査室との兼務使用人１名以上を配

置する。
 

7)6)の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性

の確保に関する事項

監査等委員会事務局の使用人は監査等委員会から直接指示命令を受け、監査等委員会に直接報告できる。ま

た、監査等委員会事務局の使用人に関する人事異動については、監査等委員会の事前の同意を得る。
 

8)取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査

等委員会への報告に関する体制

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は監査等委員会に対して、以下の報告を行う。

ⅰ)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちにその事実

ⅱ)取締役及び使用人が法令もしくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると考え

られるときは、その旨

ⅲ)監査等委員会が報告を求めた事項、その他監査上有用と判断される事項
 

9)監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

の体制

監査等委員会へ情報提供を行ったことを理由として、不利益な取扱いをすることを禁止するとともに、情報提

供者の職場環境が悪化することがないように適切な措置を講じる。
 

10)監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ

いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、監査等委員である取締役

から前払又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査等委員である取締役の職務の執行に

必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じる。
 

11)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会と代表取締役との間で定期的な意見交換会を開催する。また、監査等委員会からの要請に応じ、

監査等委員会と会計監査人及び内部監査室との間で連絡会を開催する。
 

12)財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法その他の関係法令等に基づき、有効かつ適切な内部統制の整備及び運用体制を構築するととも

に、当該体制が適正に機能していることを継続的に評価し、必要な是正措置を行う。
 

13)反社会的勢力排除に向けた体制

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関わりを持たず、不当な要求に対して

は、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした姿勢で対応するとともに、反社会的勢力及び団体排除に向け

て組織的に取り組む。
 

・リスク管理体制の整備の状況

当社におけるコンプライアンス及びリスク管理を徹底するため、以下のとおり各種委員会を設置しております。
 

1)内部統制委員会

内部統制委員会は社長執行役員を委員長とし、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会の諮問事項を最

終決定するとともに、両委員会の活動内容等に関して必要な指示を命じております。
 

2)コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は年間計画に基づき、当社のコンプライアンス行動指針の周知徹底などコンプライア

ンスの推進等に関する事項を審議しております。また、社内の法令違反行為又は不正行為の早期発見と早期是

正を図るため、通報者の保護を徹底した内部通報窓口を設置しております。
 

3)リスク管理委員会

リスク管理委員会は年間計画に基づき、当社のリスクの洗い出し、評価・分析、リスクへの対応方法の決定等

を行い、リスクの未然防止を図るとともに、万一緊急事態が発生した場合は、経営資源の保全と経営被害の最

小化を図るために必要な事項を審議しております。
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・取締役の定数

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を５名以内とする旨

を定款で定めております。
 

・取締役の選任の決議要件

当社の取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決

権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行

う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については累積投票によらないものとする旨を定款に定

めております。
 

・剰余金の配当（中間配当）

当社は、機動的な配当政策を遂行することを目的として、会社法第454条第５項の定めに基づき、取締役会の決議

によって毎年９月30日を基準日として剰余金の配当（中間配当）を行うことができる旨を定款で定めておりま

す。
 

・自己の株式の取得の決定機関

当社は、機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議

によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
 

・株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めておりま

す。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものであります。
 

EDINET提出書類

チタン工業株式会社(E00796)

有価証券報告書

17/52



（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

井 上 保 雄 1960年10月８日生

1984年４月 当社入社

2014年10月 当社執行役員宇部開発センター長

2017年６月 当社取締役常務執行役員生産本部長　　　　　

　　　　  兼 宇部開発センター長、宇部西工場長

2018年３月 当社取締役専務執行役員（技術管掌）

2019年６月 当社代表取締役社長執行役員（現任）

2019年６月 山東三盛鈦工業有限公司　副董事長（現任）

(注)2 940

取締役
専務執行役員
（販売管掌）
兼 販売部長

長 岡 佳 孝 1961年４月13日生

1984年４月 当社入社

2014年10月 当社執行役員販売部長

2016年６月 当社取締役販売本部長 兼 販売部長

2017年６月 当社取締役常務執行役員販売本部長　

      　　兼 販売部長

2018年３月 当社取締役常務執行役員（販売管掌）

2019年６月 当社取締役専務執行役員（販売管掌）

　　　　　 兼 販売部長（現任）

(注)2 942

取締役
専務執行役員
（技術管掌）

長 岡　 茂 1961年５月21日生

1985年４月 当社入社

2015年10月 当社執行役員研究開発部長

2017年６月 当社取締役常務執行役員研究開発本部長

2018年３月 当社取締役常務執行役員（研究開発・生産管掌）

2019年６月 当社取締役専務執行役員（技術管掌）(現任）

(注)2 769

取締役
常務執行役員

（財務・経営企画管掌）
兼 財務・経営企画部長

 

千々松 義人 1965年９月22日生

1988年４月 当社入社

2013年３月 当社総務部副部長

2016年６月 当社執行役員財務・経営企画部長

2019年６月 当社取締役常務執行役員（財務・経営企画管掌）

　　　　  兼 財務・経営企画部長（現任）

（注)2 429

取締役
常務執行役員

（総務・環境安全管掌）
兼 総務部長、内部監査室長

西 田　敦 1968年４月８日生

1991年４月 当社入社

2015年３月 当社総務部副部長

2016年６月 当社内部監査室長 兼 総務部副部長

2017年３月 当社総務部長 兼 内部監査室長

2017年６月 当社執行役員総務部長 兼 内部監査室長

2019年６月 当社取締役常務執行役員（総務・環境安全管掌）

　　　　　 兼 総務部長、内部監査室長（現任）

(注)2 125

取締役
（常勤監査等委員）

大 島　覚 1956年１月５日生

1981年４月 当社入社

2014年３月 当社品質保証部副部長

2018年３月 当社品質保証部長

2019年６月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

(注)3 992

取締役
(監査等委員)

大 田 明 登 1957年７月15日生

1988年４月 弁護士登録（山口県弁護士会所属）

　　　　　　 大田明登法律事務所開設　同代表（現任）

2004年６月 当社監査役

2017年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

(注)3 5,133

取締役
(監査等委員)

佐 藤 久 典 1969年６月７日生

2010年12月 弁護士登録（山口県弁護士会所属）

　　　　　　 佐藤久典法律事務所（現 宇部・山陽小野田総

合法律事務所）開設　同代表（現任）
2018年５月 当社一時監査等委員である取締役の職務を行う

　　　　　 べき者

2018年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

(注)3 181

計 9,511
(注)1 取締役大田明登氏及び佐藤久典氏は、社外取締役であります。

2 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。

 
②　社外役員の状況

2019年６月27日現在の当社の社外取締役は２名であります。

社外取締役の大田明登氏は、大田明登法律事務所の弁護士であります。大田明登氏につきましては弁護士としての

経験と専門知識を当社の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、当社株式を保有して

おりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役の佐藤久典氏は、宇部・山陽小野田総合法律事務所の弁護士であります。佐藤久典氏につきましては弁

護士としての経験と専門知識を当社の監査に反映していただくため社外取締役に選任しております。なお、当社と

の人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役の両氏は監査等委員である取締役であります。

なお、当社は、社外取締役を選任するため、次の独立社外役員の独立性判断基準を定めております。
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・独立社外役員の独立性判断基準

当社の社外取締役が独立性を有するという場合には、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当該社外取締役

が次のいずれにも該当しないこととする。

ⅰ) 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 （注）ⅰ)

ⅱ) 当社の主要な取引先又はその業務執行者 （注）ⅱ)

ⅲ) 当社から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は

法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

（注）ⅲ)

ⅳ) 当社の主要株主又はその業務執行者 （注）ⅳ)

ⅴ) 最近10年間においてⅰ)からⅳ)のいずれかに該当していた者

ⅵ) 次の a からc までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族

　　　a．ⅰ）からⅴ）までに掲げる者

　　　b．当社の子会社の業務執行者

　　　c．最近３年間において、b 又は当社の業務執行者に該当していた者

（注）

ⅰ) 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度において、その者の連結売上

高の５％以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。

ⅱ) 「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度を含めた過去３事業年度において当社の売上高の５％以上の額

の支払いを当社に行った者をいう。また、主要な取引先が金融機関である場合は、借入残高が直近事業年度

末の総資産残高の５％以上となる者をいう。

ⅲ) 「当社から役員報酬以外に、過去３年間に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近

事業年度を含めた過去３事業年度において平均で年間１千万円以上の金銭又は財産を当社から得ていること

をいう。

ⅳ) 「主要株主」とは、総議決権の10％以上を保有する株主をいう。
 

2019年６月27日現在、当社の社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準及び当

社の定める独立社外役員の独立性判断基準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断

し、独立役員として選任しております。
 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

の関係

2019年６月27日現在、当社の社外取締役２名は、監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、内部監

査室と連携して、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査を実施し

ております。また、当社は、取締役の指名、報酬決定等に係る取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役社

長執行役員と独立社外取締役全員で構成される、指名委員会及び報酬委員会を設置しており、当社の社外取締役

２名は、指名委員会及び報酬委員会の主要な構成員となっております。

内部監査においては、内部監査室が年度計画に基づき内部監査を行い、その結果を社長執行役員へ報告し、社長

執行役員からの是正指示を各業務執行部門へ示達するとともに、是正措置の実施状況につきましてフォローアッ

プ監査を実施する体制となっており、監査等委員会と必要に応じて相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携

を密にしております。

監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で定期的に連絡会を開催するなど、相互に連携を図っており

ます。

なお、監査等委員会の事務局は内部監査室が担当しております。但し、専従者は置いておりません。
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（３）【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、2019年６月27日現在、監査等委員である取締役の大島覚氏並びに監査等委員である社外取

締役の大田明登氏及び佐藤久典氏の３名で構成しており、内部監査室と連携して、取締役の職務の執行が法令、定

款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査を実施しております。また、当社は、情報収集の充実を図

り、内部監査室等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、大島覚氏を、常

勤の監査等委員である取締役に選定しております。
 
② 内部監査の状況

当社における内部監査は、内部監査室が年度計画に基づき監査を行い、その結果を社長執行役員へ報告し、社長執

行役員からの是正指示を各業務執行部門へ示達するとともに、是正措置の実施状況につきましてフォローアップ監

査を実施する体制となっております。内部監査室は、業務執行部門から独立した社長執行役員直属の組織とし、

2019年６月27日現在、４名（うち兼任４名）で構成しております。

内部監査室と、監査等委員会及び会計監査人とは、必要に応じて相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密

にしております。なお、監査等委員会の事務局は内部監査室が担当しております。但し専従者は置いておりませ

ん。
 
③ 会計監査の状況

a.　監査法人の名称

太陽有限責任監査法人
 

b.　業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　桐　川　　　聡

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　坂　本　　　潤
 

c.　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　６名　その他　５名
 

d.　監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人である監査法人を選定するため、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定

基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の選定及び評価の基準を定めております。ま

た、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定め、この方針のもとで、会計監査人の解任又は不再任を決

定しております。

当社は、上記基準及び方針に基づき、監査能力、監査品質、監査計画、監査実績及び監査報酬並びに欠格事由

の有無等を勘案した結果、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人として適切であると評価し、選定してお

ります。
 

e.　監査等委員会による監査法人の評価

当社は、会計監査人である監査法人を評価するため、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定

基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の選定及び評価の基準を定めております。

監査等委員会は、上記基準に基づき、太陽有限責任監査法人の監査能力、監査品質、監査計画、監査実績及び

監査報酬並びに欠格事由の有無等を勘案した結果、太陽有限責任監査法人が当社の会計監査人として適切であ

ると評価しております。
 
④ 監査報酬の内容等

 
a.　監査公認会計士等に対する報酬

区分
前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 17 0 17 －

前事業年度の、当社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギー固定価格買取制度の減免申請に関する確認業

務であります。
 

b.　監査公認会計士等と同一のネットワーク（Grant Thornton International Limited）に属する組織に対する報酬

（a.を除く）

区分
前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 － － － －
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c.　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

（前事業年度）

該当事項はありません。
 

（当事業年度）

該当事項はありません。
 

d.　監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
 

e.　監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査等委員会は、当社の規模並びに太陽有限責任監査法人の監査能力、監査品質、監査計画及び監査実績

等を勘案した結果、太陽有限責任監査法人の報酬等が適正な水準であると判断し、会計監査人の報酬等に同意い

たしました。
 
（４）【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、月例報酬と業績報酬で構成し、当社の持続的な成長と中長

期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能させるため、報酬に占める業績報酬の割合を適切

に設定することとしております。また、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、月例報酬のみで構成す

ることとしております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、株主総会で決議された額の範囲内において、取締役会で決

定しております。なお、2017年６月29日開催の第119回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を

除く。）は年額156百万円以内と決議されております。また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬に

は、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものと決議されております。

監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲内において、監査等委員会の協議によって決定

しております。なお、2017年６月29日開催の第119回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬は年額

24百万円以内と決議されております。

取締役の定数につきましては、当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員であ

る取締役を５名以内とする旨を定款で定めております。

当社は、2018年12月から、取締役の報酬決定等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化するた

め、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、代表取締役社長執行役員及

び独立社外取締役全員で構成し、毎年４月に取締役会の諮問に応じて次の事項を決定し、取締役会に答申すること

としております。

1)取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案

2)取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬制度及び報酬の算定方法の原案

3)その他、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

なお、当事業年度は、2018年６月28日開催の臨時取締役会で、同日開催の第120回定時株主総会において選任された

取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の2018年７月以降の個別報酬額を決定しております。また、2018

年６月28日開催の臨時監査等委員会で、同日開催の第120回定時株主総会において選任された、新任の監査等委員で

ある取締役１名の2018年７月以降の個別報酬額を協議によって決定しております。
 
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役（監査等委員及び社外取

締役を除く。）
90 90 － － 6

取締役（監査等委員）（社外取

締役を除く。）
9 9 － － 1

社外役員 7 7 － － 3
 
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。
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（５）【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることである投資株式を、純投

資目的である投資株式としております。また、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を政策保有株式と

しております。
 
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.　保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、中長期的な観点で、当社の事業運営に資すると判断した場合、政策的に株式を保有することとしておりま

す。また、取締役会で、個別の政策保有株式につきまして、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コ

ストに見合っているか等の観点から、保有の適否を検証しております。なお、2019年６月14日開催の取締役会にお

いて、当社が保有する政策保有株式につきまして、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見

合っているか等の観点から保有の適否を検証した結果、中長期的な観点で当社の事業運営に資するため、株式を保

有することが適切であると判断いたしました。
 
b.　銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 5 20

非上場株式以外の株式 4 374
 
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 1 0 取引先持株会を通じて株式を取得
 
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －

 
c.　特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

稲畑産業株式会社
159,000 159,000 （保有目的）長期保有を目的とした安定株主

として

（定量的な保有効果） (注）

有
239 256

株式会社山口フィナ

ンシャルグループ

123,332 123,332 （保有目的）長期保有を目的とした安定株主

として

（定量的な保有効果）（注）

無
115 158

株式会社三菱ＵＦＪ

フィナンシャル・グ

ループ

27,850 27,850 （保有目的）長期保有を目的とした安定株主

として

（定量的な保有効果）（注）

無
15 19

日本ペイントホール

ディングス株式会社

986 920
（保有目的）長期保有を目的とした安定株主

として（取引先持株会に入会（保有））

（定量的な保有効果）（注）

（株式数が増加した理由）取引先持株会を通

じて株式を取得

無

4 3

(注) 定量的な保有効果は記載が困難であります。保有の合理性の検証方法につきましては、a.をご参照ください。
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
 
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。
 
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１ 財務諸表の作成方法について

　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、当事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成30年３月23日内閣府令第７号。以下「改

正府令」という。）による改正後の財務諸表等規則第８条の12第２項第２号及び同条第３項に係るものについては、改

正府令附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表について

　「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社で

は、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連

結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　　 0.2％

売上高基準　　　　 1.4％

利益基準　　　　　 0.3％

利益剰余金基準　 　0.3％

※会社間項目の消去前の数値により算出しております。

 

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基

準機構へ加入しております。また、監査法人との連携や各種セミナー等への積極的な参加を行っております。
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１【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 949 942

受取手形 ※３ 443 ※３ 548

売掛金 1,191 2,036

商品及び製品 1,427 1,737

仕掛品 746 770

原材料及び貯蔵品 334 969

前払費用 17 17

その他 16 8

流動資産合計 5,126 7,031

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１ 5,835 ※１ 6,312

減価償却累計額 △4,315 △4,402

建物（純額） 1,519 1,910

構築物 ※１ 729 ※１ 779

減価償却累計額 △502 △515

構築物（純額） 226 263

機械及び装置 ※１ 25,465 ※１ 26,153

減価償却累計額 △22,959 △23,280

機械及び装置（純額） 2,505 2,872

車両運搬具 48 86

減価償却累計額 △45 △47

車両運搬具（純額） 3 38

工具、器具及び備品 ※１ 845 ※１ 858

減価償却累計額 △692 △722

工具、器具及び備品（純額） 152 135

土地 ※１ 231 ※１ 231

リース資産 110 110

減価償却累計額 △86 △102

リース資産（純額） 24 8

建設仮勘定 5 6

有形固定資産合計 4,668 5,468

無形固定資産   

ソフトウエア 1 0

電話加入権 2 2

無形固定資産合計 3 2

投資その他の資産   

投資有価証券 459 395

関係会社株式 9 9

関係会社出資金 281 281

従業員に対する長期貸付金 29 29

長期前払費用 94 88

繰延税金資産 － 46

その他 36 37

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 899 876

固定資産合計 5,571 6,346

資産合計 10,698 13,378
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※３ 142 ※３ 134

買掛金 631 1,052

短期借入金 ※１ 1,000 ※１ 1,100

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 489 ※１ 629

リース債務 17 6

未払金 283 364

未払費用 112 102

未払法人税等 81 41

未払消費税等 67 －

預り金 20 22

前受収益 0 0

賞与引当金 109 131

事業構造改善引当金 99 －

設備関係支払手形 1 11

設備関係未払金 68 1,086

流動負債合計 3,124 4,682

固定負債   

長期借入金 ※１ 1,437 ※１ 2,183

リース債務 8 1

繰延税金負債 56 －

退職給付引当金 635 620

資産除去債務 3 3

固定負債合計 2,141 2,809

負債合計 5,266 7,492

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,443 3,443

資本剰余金   

資本準備金 292 292

資本剰余金合計 292 292

利益剰余金   

利益準備金 51 57

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,428 1,922

利益剰余金合計 1,479 1,979

自己株式 △38 △39

株主資本合計 5,176 5,676

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 254 210

評価・換算差額等合計 254 210

純資産合計 5,431 5,886

負債純資産合計 10,698 13,378
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　2017年４月１日
　至　2018年３月31日)

当事業年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

売上高 6,540 8,213

売上原価   

製品期首たな卸高 1,327 1,427

当期製品製造原価 5,352 6,588

他勘定受入高 ※１ 182 ※１ 272

合計 6,863 8,287

他勘定振替高 ※２ 1 ※２ 4

製品期末たな卸高 1,427 1,737

合計 1,429 1,742

製品売上原価 5,433 6,545

売上総利益 1,106 1,668

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 155 187

役員報酬 85 107

給料及び賞与 160 147

賞与引当金繰入額 12 14

退職給付費用 8 8

減価償却費 4 5

研究開発費 ※３ 311 ※３ 306

その他 292 326

販売費及び一般管理費合計 1,031 1,105

営業利益 74 563

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 21 9

業務受託料 6 －

受取補償金 5 －

補助金収入 6 4

その他 12 14

営業外収益合計 53 29

営業外費用   

支払利息 41 39

為替差損 9 －

手形売却損 7 6

その他 3 5

営業外費用合計 61 50

経常利益 66 541

特別利益   

投資有価証券売却益 522 －

特別利益合計 522 －

特別損失   

固定資産除却損 ※４ 10 ※４ 9

事業構造改善費用 ※５,※６ 421 －

特別損失合計 432 9

税引前当期純利益 156 532

法人税、住民税及び事業税 60 55

法人税等調整額 △55 △83

法人税等合計 5 △27

当期純利益 151 560
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

（自　2017年４月１日
至　2018年３月31日）

当事業年度
（自　2018年４月１日
至　2019年３月31日）

区分 注記番号 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

Ⅰ　材料費  2,498 45.1 3,356 50.7

Ⅱ　労務費  1,257 22.7 1,342 20.3

Ⅲ　経費 ※1 1,778 32.2 1,923 29.0

当期総製造費用  5,534 100.0 6,622 100.0

Ⅳ　期首仕掛品たな卸高  567  746  

Ⅴ　他勘定振替高 ※2 3  9  

Ⅵ　期末仕掛品たな卸高  746  770  

当期製品製造原価  5,352  6,588  

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　2017年４月１日
至　2018年３月31日）

当事業年度
（自　2018年４月１日
至　2019年３月31日）

減価償却費 (百万円) 591 530

支払電力料 (百万円) 297 337
 

※2 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　2017年４月１日
至　2018年３月31日）

当事業年度
（自　2018年４月１日
至　2019年３月31日）

営業外費用 (百万円) 0 －

建設仮勘定他 (百万円) 2 9
 
(原価計算の方法)

　原価計算の方法は、総合原価計算法を採用しております。製造原価の計算は、製造原価を要素別に把握し、これを製造

部門と補助部門に分類集計し、次いで直接配賦法により各補助部門費を製造部門に配賦し、製品ごとに総原価を計算して

おります。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

       (単位：百万円)

 株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有価
証券評価差
額金

 

資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 3,443 292 45 1,342 △36 5,086 582 5,669

当期変動額         

剰余金の配当    △60  △60  △60

利益準備金の積立   6 △6  －  －

当期純利益    151  151  151

自己株式の取得     △2 △2  △2

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

      △328 △328

当期変動額合計 － － 6 85 △2 89 △328 △238

当期末残高 3,443 292 51 1,428 △38 5,176 254 5,431

 

当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

       (単位：百万円)

 株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有価
証券評価差
額金

 

資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 3,443 292 51 1,428 △38 5,176 254 5,431

当期変動額         

剰余金の配当    △60  △60  △60

利益準備金の積立   6 △6  －  －

当期純利益    560  560  560

自己株式の取得     △0 △0  △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

      △44 △44

当期変動額合計 － － 6 494 △0 499 △44 454

当期末残高 3,443 292 57 1,922 △39 5,676 210 5,886
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　2017年４月１日
　至　2018年３月31日)

当事業年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 156 532

減価償却費 644 581

減損損失 322 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 11 21

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 99 △99

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27 △14

受取利息及び受取配当金 △22 △10

支払利息 41 39

その他の営業外損益（△は益） △12 △7

投資有価証券売却損益（△は益） △522 －

有形固定資産除却損 10 9

売上債権の増減額（△は増加） △55 △949

たな卸資産の増減額（△は増加） △245 △970

仕入債務の増減額（△は減少） 400 484

未払消費税等の増減額（△は減少） 0 △67

その他 25 119

小計 827 △329

利息及び配当金の受取額 22 10

利息の支払額 △31 △41

法人税等の支払額 △1 △89

その他 △7 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー 809 △456

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1 －

定期預金の払戻による収入 1 1

有形固定資産の取得による支出 △416 △456

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 720 －

貸付金の回収による収入 1 －

その他の支出 △1 △1

その他の収入 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 305 △456

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 100

長期借入れによる収入 － 1,400

長期借入金の返済による支出 △400 △514

自己株式の取得による支出 △2 △0

配当金の支払額 △60 △60

その他の支出 △23 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △486 906

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 624 △6

現金及び現金同等物の期首残高 324 948

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 948 ※ 942
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【注記事項】

（重要な会計方針）

1 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法
 

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
 

時価のないもの

移動平均法による原価法
 
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
 
3 固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３～47年
機械及び装置 ４～12年

 
　無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

　リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
 
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
 
5 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 

賞与引当金

従業員の臨時給与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。
 

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
 
6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する短期

投資を計上しております。
 
7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及び地方消費税について

は、当期の費用として処理しております。
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（未適用の会計基準等）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）

「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日)

（1） 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

（2） 適用予定日

2022年３月期の期首より適用予定であります。

（3）影響額は、財務諸表の作成時において評価いたします。
 
（表示方法の変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部

改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は

固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」55百万円は、「固定負債」の「繰延

税金負債」111百万円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」56百万円として表示しており、変更前と比べて総

資産が55百万円減少しております。

　また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会計基

準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容を追加しております。ただ

し、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従っ

て記載しておりません。
 
（貸借対照表関係）

※1 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

  
前事業年度

（2018年３月31日）
当事業年度

（2019年３月31日）

建物 (百万円) 1,448 （ 688） 1,842 （ 1,117）

構築物 (百万円) 139 （ 139） 136 （ 136）

機械及び装置 (百万円) 1,798 （ 1,798） 2,353 （ 2,353）

工具、器具及び備品 (百万円) 8 （   8） 8 （   8）

土地 (百万円) 149 （   5） 149 （   5）

計 (百万円) 3,543 （2,640） 4,489 （ 3,620）

上記のうち、（ ）内書きは工場財団根抵当を示しております。
 

担保付債務は、次のとおりであります。

  
前事業年度

（2018年３月31日）
当事業年度

（2019年３月31日）

短期借入金 (百万円) 1,000 1,100

１年内返済予定の長期借入金 (百万円) 489 629

長期借入金 (百万円) 1,437 2,183

計 (百万円) 2,927 3,912
 

2 受取手形割引高

  
前事業年度

（2018年３月31日）
当事業年度

（2019年３月31日）

受取手形割引高 (百万円) 960 941
 
※3 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が当事業年度の期末残高に含まれております。

  
前事業年度

（2018年３月31日）
当事業年度

（2019年３月31日）

受取手形 (百万円) 38 47

支払手形 (百万円) 8 9
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（損益計算書関係）

※1 他勘定受入高の内訳

  前事業年度
（自 2017年４月１日

　　至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日

　　至 2019年３月31日）

購入製品 (百万円) 171 137

その他 (百万円) 11 134

計 (百万円) 182 272
 
※2 他勘定振替高の内訳

  前事業年度
（自 2017年４月１日

　　至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日

　　至 2019年３月31日）

一般管理費 (百万円) 0 0

営業外費用 (百万円) 1 3

計 (百万円) 1 4
 
※3 研究開発費の総額

  
前事業年度

（自 2017年４月１日
　　至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日

　　至 2019年３月31日）

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費
(百万円) 311 306

 
※4 固定資産除却損の内訳

  前事業年度
（自 2017年４月１日

　　至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日

　　至 2019年３月31日）

機械及び装置 (百万円) 5 7

その他 (百万円) 4 1

計 (百万円) 10 9
 
※5 事業構造改善費用の内訳

  前事業年度
（自 2017年４月１日

　　至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日

　　至 2019年３月31日）

減損損失 (百万円) 322 －

事業構造改善引当金繰入額 (百万円) 99 －

計 (百万円) 421 －
 
※6 減損損失

前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

山口県宇部市 酸化チタン関連設備 機械及び装置

当社は、原則として、事業用資産については管理会計上の区分等を基準としてグルーピングを行っております。

チタン酸リチウム事業については、営業損失の状態が続いていることから、帳簿価額のうち回収可能価額を超過し

た額を減損損失（322百万円）として特別損失に計上しております。回収可能価額は使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを1.2％で割り引いて計算しております。

なお、減損損失322百万円については、損益計算書上、特別損失の「事業構造改善費用」に含めて表示しておりま

す。
 

当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

該当事項はありません。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

1 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式

（注）1,2
（株） 30,276,266 － 27,248,640 3,027,626

 
2 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式

（注）1,3,4
（株） 187,443 3,969 171,889 19,523

(注)1 当社は、2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。

2 普通株式の発行株式の株式数の減少は、株式併合によるものであります。

3 普通株式の自己株式の株式数の増加は、株式併合に伴う端数株式の買取りによる増加126株及び単元未満株

式の買取りによる増加3,843株（株式併合前3,544株、株式併合後299株）によるものであります。

4 普通株式の自己株式の株式数の減少は株式併合によるものであります。
 

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2017年６月29日

定時株主総会
普通株式 60 2 2017年３月31日 2017年６月30日

（注）2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。「１株当たり配当

額」につきましては、当該株式併合前の金額を記載しております。
 
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2018年６月28日

定時株主総会
普通株式 60 利益剰余金 20 2018年３月31日 2018年６月29日

 
当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

1 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 （株） 3,027,626 － － 3,027,626
 

2 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式

（注）
（株） 19,523 349 － 19,872

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
 

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2018年６月28日

定時株主総会
普通株式 60 20 2018年３月31日 2018年６月29日

 
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2019年６月27日

定時株主総会
普通株式 90 利益剰余金 30 2019年３月31日 2019年６月28日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

  前事業年度
（自 2017年４月１日

　　至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日

　　至 2019年３月31日）

現金及び預金 (百万円) 949 942

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 (百万円) △1 －

現金及び現金同等物 (百万円) 948 942
 
（リース取引関係）

１ ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主として、研究開発設備における分析機器であります。

② リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「3 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
 
（金融商品関係）

1 金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社は、設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は預金等

で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。投機的な取引は行わない方針でありま

す。なお、デリバティブは実需の範囲で行うこととしております。
 

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。これらは、与信管理を推進する

ことでリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごと

に時価の把握を行っております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、運転資金

（主として短期）及び設備資金（長期）に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後９年で

あります。金利については、変動リスクに晒されていますが、短期間で市場金利を反映させる方法によっておりま

す。
 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、営業債権及び貸付金について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日

及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

　デリバティブ取引の利用にあたっては、信用度の高い国内銀行とのみ取引を行っております。

　当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表さ

れています。
 
②市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

　当社は、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直

しております。
 
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき財務・経営企画部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、流動性

リスクを管理しております。
 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。
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2 金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め

て困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照）。
 
前事業年度（2018年３月31日）

（単位：百万円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金及び預金 949 949 －

(2）受取手形 443 443 －

(3）売掛金 1,191 1,191 －

(4）投資有価証券    

その他有価証券 438 438 －

(5）従業員に対する長期貸付金 29 32 3

資産計 3,053 3,056 3

(1）支払手形 142 142 －

(2）買掛金 631 631 －

(3）短期借入金 1,000 1,000 －

(4）１年内返済予定の長期借入金 489 490 0

(5）未払金 283 283 －

(6）設備関係支払手形 1 1 －

(7）設備関係未払金 68 68 －

(8）長期借入金 1,437 1,442 4

(9）リース債務　(*) 26 26 0

負債計 4,081 4,086 5

(*)リース債務は流動負債と固定負債を合算しております。
 

当事業年度（2019年３月31日）

（単位：百万円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金及び預金 942 942 －

(2）受取手形 548 548 －

(3）売掛金 2,036 2,036 －

(4）投資有価証券    

その他有価証券 374 374 －

(5）従業員に対する長期貸付金 29 31 2

資産計 3,931 3,933 2

(1）支払手形 134 134 －

(2）買掛金 1,052 1,052 －

(3）短期借入金 1,100 1,100 －

(4）１年内返済予定の長期借入金 629 630 0

(5）未払金 364 364 －

(6）設備関係支払手形 11 11 －

(7）設備関係未払金 1,086 1,086 －

(8）長期借入金 2,183 2,194 11

(9）リース債務　(*) 8 8 0

負債計 6,569 6,581 11

(*)リース債務は流動負債と固定負債を合算しております。
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(注)1 金融商品の時価の算定方法等

資産

(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(5)従業員に対する長期貸付金

貸付金の時価については、信用リスクを考慮し、その将来キャッシュ・フローを適切な利率で割り引いた現在価値により算定

しております。

負債

(1)支払手形、(2)買掛金、(3)短期借入金、(5)未払金、(6)設備関係支払手形、(7)設備関係未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4)１年内返済予定の長期借入金、(8)長期借入金、(9)リース債務

これらのうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映しているため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規取引を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しております。

 
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）

区分
前事業年度

(2018年３月31日)
当事業年度

(2019年３月31日)

非上場株式(*1)(*2) 20 20

関係会社株式(*1) 9 9

関係会社出資金(*1) 281 281

(*1) これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができないため、時価を把握すること

が極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

(*2) 非上場株式については、「(4）投資有価証券　その他有価証券」に含めておりません。
 

3 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（2018年３月31日）

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 949 － － －

受取手形 443 － － －

売掛金 1,191 － － －

従業員に対する長期貸付金 － 7 17 4

　合計 2,585 7 17 4
 

当事業年度（2019年３月31日）

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 942 － － －

受取手形 548 － － －

売掛金 2,036 － － －

従業員に対する長期貸付金 2 14 9 3

　合計 3,529 14 9 3
 

4 短期借入金、長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

前事業年度（2018年３月31日）

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 1,000 － － － － －

長期借入金

リース債務

489

17

564

6

377

1

270

－

75

－

150

－

合計 1,507 571 379 270 75 150
 

当事業年度（2019年３月31日）

（単位：百万円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金 1,100 － － － － －

長期借入金

リース債務

629

6

559

1

452

－

257

－

219

－

694

－

合計 1,736 561 452 257 219 694
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（有価証券関係）

1 子会社株式及び関連会社株式

　子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式９百万円、関係会社出資金281百万

円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式９百万円、関係会社出資金281百万円）は、市場価格がなく、時

価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
 
2 その他有価証券

前事業年度（2018年３月31日）

 種類
貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 438 72 366

債券 － － －

その他 － － －

小計 438 72 366

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 － － －

債券 － － －

その他 － － －

小計 － － －

合計 438 72 366

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額20百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

上表の「その他有価証券」には含めておりません。
 

当事業年度（2019年３月31日）

 種類
貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式 374 72 302

債券 － － －

その他 － － －

小計 374 72 302

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 － － －

債券 － － －

その他 － － －

小計 － － －

合計 374 72 302

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額20百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 売却したその他有価証券

前事業年度（自　2017年４月１日　　至　2018年３月31日）

種類 売却額(百万円)
売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

(1）株式 720 522 －

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 720 522 －
 

当事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）

　該当事項はありません。
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（退職給付関係）

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
 
2 確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
 

  前事業年度
（自 2017年４月１日

　　至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日

　　至 2019年３月31日）

退職給付債務の期首残高 (百万円) 1,199 1,159

勤務費用 (百万円) 52 53

利息費用 (百万円) 2 2

数理計算上の差異の発生額 (百万円) 8 △1

退職給付の支払額 (百万円） △103 △81

退職給付債務の期末残高 (百万円) 1,159 1,132
 

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
 

  前事業年度
（自 2017年４月１日

　　至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日

　　至 2019年３月31日）

年金資産の期首残高 (百万円) 341 339

期待運用収益 (百万円) 6 6

数理計算上の差異の発生額 (百万円) △9 10

事業主からの拠出額 (百万円) 33 35

退職給付の支払額 (百万円） △31 △24

年金資産の期末残高 (百万円) 339 368
 

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
 

  前事業年度
（2018年３月31日）

当事業年度
（2019年３月31日）

退職給付債務 (百万円) 1,159 1,132

年金資産 (百万円) △339 △368

未積立退職給付債務 (百万円) 819 763

未認識数理計算上の差異 (百万円) △184 △143

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 (百万円) 635 620

    

退職給付引当金 (百万円） 635 620

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 (百万円) 635 620
 

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
 

  前事業年度
（自 2017年４月１日

　　至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日

　　至 2019年３月31日）

勤務費用 (百万円) 52 53

利息費用 (百万円) 2 2

期待運用収益 (百万円) △6 △6

数理計算上の差異の費用処理額 (百万円) 29 28

確定給付制度に係る退職給付費用 (百万円) 77 77
 

(5)年金資産に関する事項
 

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
 

  前事業年度
（2018年３月31日）

当事業年度
（2019年３月31日）

特別勘定 (％) 100 100
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② 長期期待運用収益率の設定方法

  年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
 

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎
 

  前事業年度
（2018年３月31日）

当事業年度
（2019年３月31日）

割引率

長期期待運用収益率

予想昇給率

(％)

(％)

(％)

0.2

2.0

1.6～5.2

0.2

2.0

1.6～5.0
 
（税効果会計関係）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  前事業年度
（2018年３月31日）

当事業年度
（2019年３月31日）

繰延税金資産    

賞与引当金超過額 (百万円) 33 40

退職給付引当金超過額 (百万円) 193 189

減価償却及び減損損失超過額 (百万円) 119 82

税務上の繰越欠損金（注） (百万円) 198 92

その他 (百万円) 10 91

繰延税金資産小計 (百万円) 555 496

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） (百万円) － △41

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 (百万円) － △316

評価性引当額小計 (百万円) △499 △357

繰延税金資産合計 (百万円) 55 138

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 (百万円) 111 91

繰延税金負債合計 (百万円) 111 91

繰延税金負債の純額 (百万円) 56 －

繰延税金資産の純額 (百万円) － 46
 
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当事業年度（2019年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

 

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

 

合計
（百万円）

 

税務上の繰越欠損金

（※1）
－ － － 68 9 14 92

評価性引当額 － － － △18 △9 △14 △41

繰延税金資産 － － － 50 － － （※2)50

（※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（※2) 税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、一部回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
 
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

  前事業年度
（2018年３月31日）

当事業年度
（2019年３月31日）

法定実効税率 （％） 30.4 30.4

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 （％） 1.0 0.1

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 （％） △0.6 △0.1

住民税均等割 （％） 2.1 0.6

税務上の繰越欠損金控除額 （％） － △9.1

評価性引当額 （％） △29.7 △27.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 （％） 3.2 △5.2
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（持分法損益等）

  
前事業年度

（2018年３月31日）
当事業年度

（2019年３月31日）

関連会社に対する投資の金額 (百万円) 281 281

持分法を適用した場合の投資の金額 (百万円) 366 358
 

  
前事業年度

（自 2017年４月１日
　　至 2018年３月31日）

当事業年度
（自 2018年４月１日

　　至 2019年３月31日）

持分法を適用した場合の投資利益の金額 (百万円) 7 2
 
（資産除去債務関係）

　当社は、土地賃貸借契約に基づき、資産の撤去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連

する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来資産を撤去する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もるこ

とができません。そのため、当該資産に見合う資産除去債務を計上しておりません。
 
（賃貸等不動産関係）

重要性がないため、記載を省略しております。
 
（セグメント情報等）

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、酸化チタン、酸化鉄を基本にして組織が構成されており、各製品単位で包括的な戦略を立案し、事業活動

を展開しております。

　したがいまして、当社は、「酸化チタン関連事業」及び「酸化鉄関連事業」の２つを報告セグメントとしておりま

す。

　「酸化チタン関連事業」は、酸化チタン及び高付加価値品の超微粒子酸化チタン等の製造及び販売を行っておりま

す。「酸化鉄関連事業」は、酸化鉄等の製造及び販売を行っております。
 
2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
 
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

      (単位：百万円)

 報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

財務諸表
計上額
(注３) 

酸化チタン
関連事業

酸化鉄
関連事業

計

売上高        

外部顧客への売上高 4,451 2,036 6,488 51 6,540 － 6,540

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － －

計 4,451 2,036 6,488 51 6,540 － 6,540

セグメント利益（営業利益） 47 9 56 18 74 － 74

セグメント資産 6,125 2,007 8,132 14 8,147 2,550 10,698

その他の項目        

減価償却費 458 65 523 － 523 116 640

減損損失 322 － 322 － 322 － 322

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

103 78 181 － 181 98 280

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、副産物等の販売を含んでおります。

2 調整額の内容は、各報告セグメントに帰属しない全社共通の資産等に係るものであります。

3 セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。

4 減価償却費は、有形固定資産及び無形固定資産に係るものであり、長期前払費用等は含まれておりません。
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当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

      (単位：百万円)

 報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

財務諸表
計上額
(注３) 

酸化チタン
関連事業

酸化鉄
関連事業

計

売上高        

外部顧客への売上高 5,893 2,273 8,166 47 8,213 － 8,213

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － －

計 5,893 2,273 8,166 47 8,213 － 8,213

セグメント利益（営業利益） 479 72 552 10 563 － 563

セグメント資産 7,556 2,445 10,002 16 10,018 3,359 13,378

その他の項目        

減価償却費 392 60 453 － 453 124 577

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,126 146 1,272 － 1,272 207 1,480

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、副産物等の販売を含んでおります。

2 調整額の内容は、各報告セグメントに帰属しない全社共通の資産等に係るものであります。

3 セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っております。

4 減価償却費は、有形固定資産及び無形固定資産に係るものであり、長期前払費用等は含まれておりません。

 

【関連情報】

前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

1 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

 酸化チタン関連事業 酸化鉄関連事業 その他 合計

外部顧客への売上高 4,451 2,036 51 6,540
 

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本 アジア ヨーロッパ 北米 その他 合計

5,271 760 113 388 6 6,540
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 
(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
 

3 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の氏名又は名称 売上高 関連するセグメント名

稲畑産業株式会社 2,085 酸化チタン関連事業、酸化鉄関連事業

森下産業株式会社 887 酸化チタン関連事業、酸化鉄関連事業
 
当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

1 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

 酸化チタン関連事業 酸化鉄関連事業 その他 合計

外部顧客への売上高 5,893 2,273 47 8,213
 

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本 アジア ヨーロッパ 米、中南米 その他 合計

6,361 1,010 224 614 3 8,213
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 
(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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3 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の氏名又は名称 売上高 関連するセグメント名

稲畑産業株式会社 2,187 酸化チタン関連事業、酸化鉄関連事業

東芝インフラシステムズ株式会社 1,295 酸化チタン関連事業

森下産業株式会社 844 酸化チタン関連事業、酸化鉄関連事業
 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

    （単位：百万円）

 酸化チタン関連事業 酸化鉄関連事業 その他 合計

減損損失 322 － － 322
 
当事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

該当事項はありません。
 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。
 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
 
【関連当事者情報】

1 関連当事者との取引

財務諸表提出会社の関連会社

 重要性がないため、記載を省略しております。
 
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。
 
（１株当たり情報）

  前事業年度
(自 2017年４月１日
 至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
 至 2019年３月31日)

１株当たり純資産額 (円) 1,805.60 1,956.99

１株当たり当期純利益 (円) 50.51 186.37

(注)1 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 2017年10月１日付を効力発生日として、普通株式10株を１株とする株式併合を実施したため、前事業年度の期首に当該株式併合が行わ

れたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

3 １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  前事業年度
(自 2017年４月１日
 至 2018年３月31日)

当事業年度
(自 2018年４月１日
 至 2019年３月31日)

当期純利益 (百万円) 151 560

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 151 560

期中平均株式数 (株) 3,008,475 3,007,947
 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券 その他有価証券

稲畑産業株式会社 159,000 239

株式会社山口フィナンシャルグループ 123,332 115

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 27,850 15

小西安株式会社 50,000 12

森下産業株式会社 12,000 6

日本ペイントホールディングス株式会社 986 4

株式会社超高温材料研究センター 50 0

財形住宅金融株式会社 2 0

株式会社化学工業日報社 1,000 0

計 374,220 395
 
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
 
 

（百万円）

当期増加額
 
 

（百万円）

当期減少額
 
 

（百万円）

当期末残高
 
 

（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
 
 

（百万円）

差引当期末
残高
 

（百万円）

有形固定資産        

建物 5,835 480 3 6,312 4,402 89 1,910

構築物 729 51 1 779 515 14 263

機械及び装置 25,465 881 193 26,153 23,280 410 2,872

車両運搬具 48 39 1 86 47 4 38

工具、器具及び備品 845 26 13 858 722 42 135

土地 231 － － 231 － － 231

リース資産 110 － － 110 102 16 8

建設仮勘定 5 1,480 1,479 6 － － 6

有形固定資産計 33,272 2,959 1,692 34,539 29,071 576 5,468

無形固定資産        

ソフトウエア － － － 6 6 0 0

電話加入権 － － － 2 － － 2

無形固定資産計 － － － 9 6 0 2

長期前払費用 114 － － 114 30 4 84

繰延資産        

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

(注)1 主な当期増加額の内訳

建物 酸化チタン製造設備 460百万円  
機械及び装置 酸化チタン製造設備 621　〃  

〃 酸化鉄製造設備 143　〃  
建設仮勘定 酸化チタン製造設備 1,126　〃  

〃 酸化鉄製造設備 146　〃  
主な当期減少額の内訳

機械及び装置 酸化チタン製造設備 127百万円  
〃 酸化鉄製造設備 64　〃  

2 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しておりま

す。

3 長期前払費用のうち、非償却資産３百万円は本表から除いております。
 
【社債明細表】

　該当事項はありません。
 

EDINET提出書類

チタン工業株式会社(E00796)

有価証券報告書

44/52



【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 1,000 1,100 0.8 －

１年以内に返済予定の長期借入金 489 629 1.4 －

１年以内に返済予定のリース債務 17 6 － －

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) 1,437 2,183 1.1 2020年～2028年

リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) 8 1 － 2020年

その他有利子負債 － － － －

合計 2,953 3,921 － －

(注)1 平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しており

ません。

3 長期借入金及びリース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 1年超２年以内(百万円) ２年超３年以内(百万円) ３年超４年以内(百万円) ４年超５年以内(百万円)

長期借入金 559 452 257 219

リース債務 1 － － －
 
【引当金明細表】

区分
当期首残高

 
（百万円）

当期増加額
 

（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
 

（百万円）

貸倒引当金 11 － － － 11

賞与引当金 109 131 109 － 131

事業構造改善引当金 99 － 99 － －
 
【資産除去債務明細表】

 当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及

び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
 

(2)【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 0

預金  

当座預金 2

普通預金 832

定期預金 105

別段預金 1

計 941

合計 942
 
② 受取手形

a 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

稲畑産業株式会社 166

森下産業株式会社 160

山本通産株式会社 117

不二化成株式会社 39

小西安株式会社 33

その他 31

合計 548
 

b 期日別内訳

期日 2019年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 合計

金額(百万円) 53 119 5 289 80 548
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③ 売掛金

a 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

岩瀬コスファ株式会社 277

稲畑産業株式会社 207

株式会社岡島 161

東芝インフラシステムズ株式会社 153

三好化成株式会社 123

その他 1,112

合計 2,036
 

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円)
(A)

当期発生高(百万円)
(B)

当期回収高(百万円)
(C)

当期末残高(百万円)
(D)

回収率(％)
 

平均滞留期間(日)
 

1,191 8,854 8,009 2,036 79.7 67

(注)1 当期発生高には消費税等が含まれております。

2 回収率  平均滞留期間   

 (C)
×100

 (A)＋(D)
÷

(B)

 (A)＋(B)  2 365
 
④ 商品及び製品

品名 金額（百万円）

酸化チタン 1,244

酸化鉄 488

その他 3

合計 1,737
 
⑤ 仕掛品

品名 金額（百万円）

酸化チタン 640

酸化鉄 129

合計 770
 
⑥ 原材料及び貯蔵品

品名 金額（百万円）

イルメナイト 190

濃硫酸 4

副原料 730

燃料 9

包装材料 8

修繕材料 14

建設材料 3

消耗品 8

合計 969

⑦ 支払手形

a 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

須惠産業株式会社 95

日本化学産業株式会社 18

長栄物産株式会社 9

その他 9

合計 134
 

b 期日別内訳

期日 2019年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 合計

金額（百万円） 37 37 21 37 － 134
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⑧ 買掛金

相手先 金額（百万円）

ロックウッドリチウムジャパン株式会社 233

ソーダニッカ株式会社 161

長栄物産株式会社 76

小西安株式会社 72

双日株式会社 62

その他 445

合計 1,052
 
⑨ 設備関係未払金

相手先 金額（百万円）

新光産業株式会社 653

有限会社エヌエステクノ 155

東京産業株式会社 67

株式会社大川原製作所 48

株式会社元山商会 39

その他 121

合計 1,086
 
(3)【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）  第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高 (百万円) 1,915 3,763 5,943 8,213

税引前四半期（当期）純利益 (百万円) 164 231 358 532

四半期（当期）純利益 (百万円) 159 217 348 560

１株当たり四半期（当期）純利益 (円) 52.99 72.43 115.74 186.37

 
（会計期間）  第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益 (円) 52.99 19.44 43.30 70.63
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第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
（特別口座）

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 　　　　　　　　　　　――――

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事

由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ

http：//www.titankogyo.co.jp

株主に対する特典 ありません。

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

1 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

2 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
 
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第120期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日） 2018年６月28日中国財務局長に提出
 
(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2018年６月28日中国財務局長に提出
 
(3) 四半期報告書及び確認書

第121期第１四半期（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日） 2018年８月10日中国財務局長に提出

第121期第２四半期（自　2018年７月１日　至　2018年９月30日） 2018年11月14日中国財務局長に提出

第121期第３四半期（自　2018年10月１日　至　2018年12月31日） 2019年２月14日中国財務局長に提出
 
(4) 臨時報告書

2018年６月29日中国財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時

報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

2019年６月27日
 

チタン工業株式会社
 
 取締役会　御中  
 

 太陽有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 桐　　川　　　　　聡　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 坂　　本　　　　　潤　　㊞

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるチタン工業株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第121期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に

ついて監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、チタン工

業株式会社の2019年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、チタン工業株式会社の2019年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
 
内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、チタン工業株式会社が2019年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
 
(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しておりま

す。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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